
 

事 務 連 絡 

令和５年２月 28日 

 

各高齢者福祉施設・事業所管理者 様 

 

愛媛県保健福祉部 

生きがい推進局長寿介護課長 

   

 

マスク着用の考え方の見直し等（特に高齢者施設等における取扱い）について 

 

 

皆様におかれましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止について、日々御尽力いただ

き深く感謝申し上げます。 

今般、標記のことについて、厚生労働省より別添のとおり事務連絡がありましたので、お

知らせします。 

マスク着用の考え方については、令和５年３月 13日以降、個人の判断に委ねることを基本

としつつも、高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、高齢者施設等の従事者に

ついては、勤務中のマスク着用が推奨されています。 

各高齢者福祉施設や事業所におかれましては、これまでも感染予防・拡大防止に努めてい

ただいているところでありますが、別添の事務連絡を踏まえ、引き続きマスクの着用をはじ

め、換気や手洗いなど基本的な感染対策の励行をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

【担当】 

愛媛県保健福祉部生きがい推進局 

長寿介護課 介護事業者係 

ＴＥＬ: 089-912-2432（係直通）    


